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第 5章　具体的な取組

★「緩和ケア」とは★

「緩和ケア」は，身体症状の緩和のみならず，精神心理的な問題への援助なども含めたトータル
ケアで，終末期 だけでなく，がんと診断された時から実施されることが求められています。

しかし，日本では，欧米先進諸国に比べ，がん性疼痛の緩和等に用いられる医療用麻薬の消費量
は少なく，がん性疼痛の緩和が十分でないと推測されること，がん医療に携わる医師の緩和ケアの
重要性に対する認識もまだ十分でないこと，県民に対しても未だ緩和ケアに対する正しい理解や周
知が進んでいないこと等から，緩和ケアはまだ十分に浸透していないと考えられます。

■　がんと診断された時から，希望する場所で，すべてのがん患者とその家族
が，適切な緩和ケアを受けられる体制が整っています。

■　“がんと共に”自分らしく生きるための地域における療養支援体制ができて
います。

目指す姿

4　緩和ケア
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緩和ケアチーム＊については，すべてのがん診療連携拠点病院を含め，37 病院に整備され

ています（平成24(2012)年 9 月現在，広島県緩和ケア支援センター調査による）。

緩和ケアチームには，身体的な苦痛に対する緩和だけではなく，精神心理的な苦痛に対す

る心のケアの提供機能が求められています。チームの体制については様々な形態があります

が，現状では，緩和ケアチーム専従医師の確保が難しいことから，診療報酬算定のできない

チームもあるなど，実態把握や情報発信がなされていません。今後は，具体的な活動内容を

把握・評価・公表するなど，質を高める仕組みの構築が求められています。
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区分
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修
了
者
数
（
累
計
）

（人）

医師

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

看護師 薬剤師 福祉関係者 在宅緩和ケアチーム
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★「顔の見える関係」って何？★

「緩和ケア普及のための地域プロジェクト（厚生労働科学研究がん対策のための戦略研究）報告
書 」によると，「顔の見える関係があるとは，①名前と顔がわかる，②考え方や価値観・人と
なりがわかる，③信頼感を持って一緒に仕事ができる，という少なくとも つの内容を含む」とされ
ています。

また同報告書によると「顔の見える関係があることは，地域連携が良いことを構成する要素の
つであり，単に相手の名前と顔がわかることではなく，安心して連絡しやすくなる，役割を果たせ
るキーパーソンがわかり，連携を円滑にする機能を意味している」としています。そして，「地域連
携を促進するためには，顔がわかるだけでなく，考え方や価値観，人となりがわかるような多職種
小グループでの話し合う機会を継続的に地域の中に構築することが有用であると考えられる」とさ
れています。

本県では，在宅緩和ケアの充実のため，新たに設置する「（仮称）在宅緩和ケアネットワーク会議」
において研修や事例検討等を実施し，多職種で話し合う機会を継続的に地域の中につくることによ
り“顔の見える関係”の構築を目指します。

「地域在宅緩和ケアネットワーク会議」(仮称）を中心とした在宅緩和ケアのあり方検討の

結果を踏まえ，各患者に必要な緩和医療と介護等サービスを調整する役割を担う「在宅緩和ケ

アコーディネーター＊」（仮称）を各地域の実情に応じた形で配置します。このコーディネー

ターを中心として，在宅緩和ケア資源マップ＊を整備し活用を進めるとともに，地域連携パス＊

や患者手帳の作成について検討を進めます。

なお，在宅緩和ケア資源マップについては，「在宅緩和ケア検討委員会」(仮称）での検討を踏

まえ，広島県緩和ケア支援センターが本県の共通仕様を作成します。また，在宅緩和ケア資源

の具体の情報については,在宅緩和ケアコーディネーターが中心となり収集・整理を行います。
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がんと診断された時からの緩和ケアを進めるために

【行 政】 県全体の総合的な取組を更に進めながら，がんと診断された時から，希望す
る場所で，すべてのがん患者とその家族が，適切な緩和ケアを受けられる体
制の充実・強化に努めます。

【医 療 機 関】 施設緩和ケア提供体制の充実・質の向上，在宅緩和ケアに必要な連携強化，
人材育成の充実及び情報発信の強化に取り組み，適切な緩和ケアの提供に努
めます。

【介護関係機関等】 在宅緩和ケアに必要な連携強化や多職種人材育成に取り組み，介護保険施設
での緩和ケアの推進に努めます。

【県 民】 緩和ケアについての正しい理解に基づき適切に判断し，必要な緩和ケアを受
けます。

在宅緩和ケア支援体制（イメージ）

広島県緩和ケア
支援センター

広島県地域包括ケア
推進センター支援 支援 支援

在宅緩和ケア
コーディネーター

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所

かかりつけ医
（在宅療養支援病院・診療所等）

訪問看護
ステーション

薬局
かかりつけ歯科医

訪問サービス事業所
緩和ケアに取り組む
一般病院

緩和ケア病棟

がん診療連携
拠点病院

自宅・介護系施設

（地域資源の把握・連携調整等）

施設緩和ケア 地域包括ケアとしての在宅緩和ケア
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